
令和７年 第４回

三種町選挙管理委員会議案

令和７年６月２日提出

日 時 令和７年６月２日（月）

午前９時００分

場 所 三種町役場 第２会議室

署名委員

署名委員



次 第

１ 委員長職務代理者あいさつ

２ 会議録署名委員の指名（ 委員、 委員）

３ 案 件

議案第２７号 選挙人名簿に登録することについて

議案第２８号 選挙人名簿から抹消することについて

報告第１２号 登録の移替えをした者について

報告第１３号 選挙権を有する者の５０分の１の数について

報告第１４号 選挙権を有する者の３分の１の数について

議案第２９号 選挙人名簿の移替えの延期について（参院選）

議案第３０号 ポスター掲示場を設置する場所を定めることについて（参院選）

議案第３１号 三種町選挙管理委員会委員長専決処分規程の一部改正について

議案第３２号 三種町選挙管理委員会書記長専決処分規程の一部改正について

協議第 １号 三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正について

４ その他



議案第２７号

選挙人名簿に登録することについて

公職選挙法第２２条第１項の規定により、令和７年６月１日現在において別

紙の者を選挙人名簿に登録する。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 新有権者登録 令和７年６月１日までに満１８歳に達する者

生年月日：平成１９年４月８日から平成１９年６月２日まで

男 ７人 女 ５人 小計 １２人

２ 転入登録 令和７年３月１日以前より引き続き三種町に居住している者

転入日：令和６年１２月２０日から令和７年３月１日まで

男 １３人 女 ９人 小計 ２２人

３ 登録者総数 男 ２０人 女 １４人 合計 ３４人



議案第２８号

選挙人名簿から抹消することについて

公職選挙法第２８条の規定により、令和７年６月１日現在において別紙の者

を選挙人名簿から抹消する。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 死亡抹消者 届出日：令和７年４月５日から令和７年５月３１日まで

男 ２９人 女 ２６人 小計 ５５人

２ 転出抹消者 令和７年１月３１日以前に三種町から転出した者

転出日：令和６年１２月６日から令和７年１月３１日まで

男 １６人 女 １１人 合計 ２７人

３ 抹消者総数 男 ４５人 女 ３７人 合計 ８２人



報告第１２号

登録の移替えをした者について

令和７年６月１日現在において定時登録に係る登録の移替えをした者は、別

紙のとおりである。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

令和７年３月１日から令和７年５月３１日までの町内転居により投票区の移

替えをした者

男 １２人 女 ２４人 合計 ３６人

 

 



報告第１３号

選挙権を有する者の５０分の１の数について

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙権を有する者

の総数の５０分の１の数は２５６である。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

参 考

第７４条第１項 条例の改廃請求

第７５条第１項 地方公共団体等の事務等の執行に係る監査請求



報告第１４号

選挙権を有する者の３分の１の数について

地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１項並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する

者の総数の３分の１の数は４，２６２である。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

参 考

第７６条第１項 議会の解散請求

第８０条第１項 議員の解職請求

第８１条第１項 長の解職請求

地教組第８条第１項 教育委員の解職請求



議案第２９号

選挙人名簿の移替えの延期について（参院選）

令和７年７月執行予定の参議院議員通常選挙において、公職選挙法施行令第

１７条ただし書により三種町の区域内で他の投票区の区域に住所を移した者に

係る選挙人名簿の登録の移替えを延期する期間を次のとおり定める。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

移替えを延期する期間

令和７年６月１４日から当該選挙の期日まで



議案第３０号

ポスター掲示場を設置する場所を定めることについて（参院選）

令和７年７月２０日執行予定の第２７回参議院議員通常選挙における公職選

挙法第１４４条の２の規定によりポスター掲示場を設置する場所を次のとおり

定める。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

琴丘地区 ４１箇所

山本地区 ４２箇所

八竜地区 ３２箇所 計 １１５箇所

設置箇所は別紙のとおり



議案第３１号

三種町選挙管理委員会委員長専決処分規程の一部改正について

三種町選挙管理委員会委員長専決処分規程の一部を改正する告示を別紙のと

おり定める。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 改正理由

本規程について、不要な規定及び他市町村と比較して不足している規定が見

られるため、一部改正します。

２ 改正内容（第２条関係）

（１）他市町村と比較して不足している規定を追加します。

・選挙人名簿抄本の抹消

・供託物の還付

（２）不要な規定の廃止

・土地改良区総代選挙に関する規定（第２６号）

土地改良法の改正により、令和元年から選挙管理委員会による管理が廃

止されています。

（３）その他、字句訂正等所要の改正を行います。

３ 施行日

令和７年６月２日から施行します。



（議案第３１号別紙）

三種町選挙管理委員会委員長専決処分規程の一部を改正する告示（案）

三種町選挙管理委員会委員長専決処分規程（平成１８年選挙管理委員会告示第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正案の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この告示は、令和７年６月２日から施行する。

改 正 案 現 行

（委員長の専決処分事項） （委員長の専決処分事項）

第２条 委員会の権限に属する事件のうち、委員長が専決処分できるものは、次の

とおりとする。

第２条 委員会の権限に属する事件のうち、委員長が専決処分できるものは、次の

とおりとする。

（１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第１

９３条において準用する同法第１７２条第２項及び第４項並びに第１８０条

の３の規定による職員の任免等に関すること。

（１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号 ）第１

９３条において準用する同法第１７２条第２項及び第４項並びに第１８０条

の３の規定による職員の任免等に関すること。

（２） 自治法 第７４条第５項及び第７６条第４項（他の法令においてこれ

を準用する場合を含む。）の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに

登載された者の総数の５０分の１の数及び３分の１の数を決定すること。

（２） 地方自治法第７４条第５項及び第７６条第４項（他の法令においてこれ

を準用する場合を含む。）の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに

登載された者の総数の５０分の１の数及び３分の１の数を決定すること。

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

（５） 法第２８条の規定により選挙人名簿抄本の抹消をすること。 （新設）

（６）～（１０） （略） （５）～（９） （略）

（１１） 令第９３条の規定により供託物を還付すること。 （新設）

（１２）～（２７） （略） （１０）～（２５） （略）

（削る） （２６） 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第３２条第２項の規

定により、土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。

（２８） （略） （２７） （略）



議案第３２号

三種町選挙管理委員会書記長専決処分規程の一部改正について

三種町選挙管理委員会書記長専決処分規程の一部を改正する告示を別紙のと

おり定める。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 改正理由

本規程について、実際の運用と異なる内容及び他市町村と比較して相違が見

られるため、一部改正します。

２ 改正内容（第２条関係）

（１）委員長専決処分規程と重複している部分があり、他市町村では書記長

ではなく委員長専決としている例が多いため、削除します。

・供託書の還付（第５号）

・違反文書等の撤去（第６号）

・出納責任者の選任解除等の届出受理（第７号）

・収支報告書の受理（第８号）

上記のうち供託書の還付については、本規程から削除した上で委員長専

決処分規程に追加します（議案第３１号）。

（２）他市町村と比較して不足している規定を追加します。

・職員の休暇の承認及び服務

・選挙人名簿抄本の閲覧（※現状書記長決裁で運用している。）

（３）その他、字句訂正等所要の改正を行います。

３ 施行日

令和７年６月２日から施行します。



（議案第３２号別紙）

三種町選挙管理委員会書記長専決処分規程の一部を改正する告示（案）

三種町選挙管理委員会書記長専決処分規程（平成１８年選挙管理委員会告示第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正案の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 案 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 三種町選挙管理委員会規程（平成１８年三種町選挙管理委員会告示第１

号）第１４条の規定に基づき、委員長の権限に属する事務のうち、書記長をして専

決処分させる事項については、この告示に定めるところによる。

第１条 三種町選挙管理委員会規程（平成１８年三種町選挙管理委員会告示第１

号）第１２条の規定に基づき、委員長の権限に属する事務のうち、書記長をして専

決処分させる事項については、この告示に定めるところによる。

（書記長の専決処分事項） （書記長の専決処分事項）

第２条 所掌事務のうち書記長が専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。 第２条 所掌事務のうち書記長が専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 職員の休暇その他服務に関する諸願届出を処理すること。 （新設）

（５） 選挙人名簿抄本の閲覧に関すること。 （新設）

（６） 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」という。）第８３

条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号 ）

第８６条の規定により選挙録その他関係書類を保存すること。

（４） 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」という。）第８３

条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号。以下「令」という。）

第８６条の規定により選挙録その他関係書類を保存すること。

（削る） （５） 法第９３条の規定により供託書を還付すること。

（削る） （６） 法第１４７条の規定により、違反文書又は図書画の撤去を命じ、又は撤

去すること。

（削る） （７） 法第１８０条から第１８３条までの規定による出納責任者の選任解任及

び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

（削る） （８） 法第１８９条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支

出の報告を受理すること。



附 則

この告示は、令和７年６月２日から施行する。

（７）・（８） （略） （９）・（１０） （略）



協議第１号

三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について、次のとおり協議します。

令和７年６月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 改正理由

国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付す

るものの基準を定める、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一

部改正が本年５月２８日に可決・成立し、６月４日公布予定となっています。

この改正により選挙長等の報酬が引き上げられ、令和７年７月執行予定の参

議院議員通常選挙から適用されますので、本町でも国の基準額に準じて報酬額

の改正を行うため、条例の一部改正案を三種町議会６月定例会に提案するもの

です。

２ 改正内容

選挙長等の報酬（第２条別表関係）

№ 区分 報酬（現行）円 改正案 円

10 選挙長 日額 10,800 日額 12,200

11 開票管理者 日額 10,800 日額 12,200

12 投票管理者 日額 12,800 日額 14,500

13 共通投票管理者 日額 12,800 日額 14,500

14 選挙立会人 日額 8,900 日額 10,100

15 開票立会人 日額 8,900 日額 10,100

16 投票立会人 日額 10,900 日額 12,400



３ 施行期日

公布の日から施行します。

17 共通投票立会人 日額 10,900 日額 12,400

18 期日前投票管理者 日額 11,300 日額 12,800

19 期日前投票立会人 日額 9,600 日額 10,900



（協議第１号別紙）

三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）

三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年三種町条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正案の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

改 正 案 現 行

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

番号 区分 報酬

円

1～9 （略）

10 選挙長 日額 12,200

11 開票管理者 日額 12,200

12 投票管理者 日額 14,500

13 共通投票管理者 日額 14,500

14 選挙立会人 日額 10,100

15 開票立会人 日額 10,100

16 投票立会人 日額 12,400

17 共通投票立会人 日額 12,400

18 期日前投票管理者 日額 12,800

19 期日前投票立会人 日額 10,900

20～53 （略）

番号 区分 報酬

円

1～9 （略）

10 選挙長 日額 10,800

11 開票管理者 日額 10,800

12 投票管理者 日額 12,800

13 共通投票管理者 日額 12,800

14 選挙立会人 日額 8,900

15 開票立会人 日額 8,900

16 投票立会人 日額 10,900

17 共通投票立会人 日額 10,900

18 期日前投票管理者 日額 11,300

19 期日前投票立会人 日額 9,600

20～53 （略）



【今後の日程】

６月２３日（月） 投票所入場券発送（予定）

７月 ２日（水） 第２回選挙管理委員会（選挙時登録）

午前９時００分～ 第１会議室

３日（木） 第２７回参議院議員通常選挙 公示日

氏名掲示くじ 午後５時３０分（第３会議室）

４日（金）～１９日（土） 期日前投票・不在者投票開始

９日（水） 選挙公報発送（予定）

県発送６日（日）１６時予定

１７日（木） 開票立会人届出期限

開票立会人くじ 午後５時３０分（第３会議室）

２０日（日） 第２７回参議院議員通常選挙 投・開票日

投票 午前７時～午後７時（上岩川は午後６時まで）

開票 午後８時～ 三種町八竜体育館

第５回選挙管理委員会（専決処理事項の報告）

参議院議員通常選挙が

公示日：７月３日（木）、投・開票７月２０日（日）の場合


